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直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550
子育て支援課（子育て支援係）　☎337－3118

※新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、イベントなどが中止または延期となる
場合もあります。実施の有無については、
お問い合わせください。

市
政
報
告
会
を
開
催
し
ま
す

地域教育課　☎349－3273
危機管理課　☎337－3151
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▲昨年の市政報告会の様子

と　　き と　こ　ろ

11月10日㈭

午後7時～

天美小学校（天美地区）

11月14日㈪ 恵我小学校（恵我地区）

11月16日㈬ 松原中学校（松原地区）

11月19日㈯ 三宅町土地改良区
集会所（三宅地区）

11月25日㈮ 布忍小学校（新町地区）

※開催時間は各回とも、約１時間の予定です。住んでい
る地区にかかわらず、いずれの会場でも参加できます。

　

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
今
年
も
本
市
の

重
要
な
情
報
発
信
の
場
で
あ
る
市
政
報
告

会
を
開
催
し
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
、

さ
ら
な
る
市
政
へ
の
理
解
や
関
心
を
深
め

る
こ
と
を
目
的
に
、
市
長
が
市
の
施
策
や

今
後
の
展
望
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

今
年
も
昨
年
度
と
同
様
に
、
市
内
小
中

学
校
の
体
育
館
な
ど
を
会
場
と
し
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
適
切
な

感
染
予
防
対
策
を
実
施
し
開
催
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
問
合
せ　
企
画
政
策
課

松原市二十歳の集い（旧 成人式）のお知らせ松原市二十歳の集い（旧 成人式）のお知らせ
市では、令和5年1月から、成人式を「松原市二十歳の集い」へ名称変更し、　市では、令和5年1月から、成人式を「松原市二十歳の集い」へ名称変更し、

これまで通り20歳の人を対象に式典を開催します。これまで通り20歳の人を対象に式典を開催します。
平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人を対象に、今年度　平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人を対象に、今年度

につきましても、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、3部につきましても、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、3部
制で式典を開催します。制で式典を開催します。
また、対象者には、11月中に案内状を郵送します。　また、対象者には、11月中に案内状を郵送します。
●問合せ　地域教育課●問合せ　地域教育課

令和5年1月9日㈷令和5年1月9日㈷
●祝典●祝典
第1部　午前9時30分開式　松原中学校区、松原第二中学校区第1部　午前9時30分開式　松原中学校区、松原第二中学校区
第2部　午前10時50分開式　松原第三中学校区、松原第四中学校区第2部　午前10時50分開式　松原第三中学校区、松原第四中学校区
第3部　午後0時10分開式　松原第五中学校区、松原第六中学校区、松原第七中学校区第3部　午後0時10分開式　松原第五中学校区、松原第六中学校区、松原第七中学校区
●二十歳の集い●二十歳の集い
午後1時20分～午後1時20分～
松原市文化会館松原市文化会館
案内状が届かない人、他市在住で松原市二十歳の集いに出席を希望される人も参加できます。案内状が届かない人、他市在住で松原市二十歳の集いに出席を希望される人も参加できます。
詳細はホームページをご覧ください。詳細はホームページをご覧ください。

と　き

ところ
備　考

　松原市観光協会では、11月2日㈬より「まつばら 
よろし おあがり旅2022」を開催します。
　参加者の皆さんが、松原の魅力を“知って、観て、
体験できる”観光イベントです。
　今年度は新たな10プログラ
ムを含む31プログラム45コー
スの実施となります。
11月は、「夢中になれる『蓮根
掘り』」など7プログラムを開催
します。
※プログラムは、先着順の申し
込み・予約制(一部抽選)です。
満員の場合はご容赦ください。
　詳細は協会ホームページ「よろし おあがり旅」
（下記QRコード）をご覧ください。
●問合せ
松原市観光協会（市役所６階☎330－8201）

まつばら よろし おあがり旅 2022　まつばら よろし おあがり旅 2022　
開催！開催！

　本市の防災・減災対策及び災害か
らの復旧・復興に関し、防災活動の
総合的かつ計画的な推進を図り、地
域並びに住民の生命、身体及び財産
を災害から保護することを目的とし
た松原市地域防災計画の改訂につい
て、市民の皆さんのご意見を募集し
ています。
　詳細は市ホームページ（下記QR
コード）をご覧ください。
●期　間　11月1日㈫～ 30日㈬
●問合せ 危機管理課

～市の計画に対して～
皆さんのご意見を
お聞かせください

松原市地域防災計画（素案）
　
重
大
な
児
童
虐
待
ゼ
ロ
の
実

現
を
目
的
と
し
て
、
児
童
虐
待

事
案
の
未
然
防
止
・
早
期
発

見
・
早
期
対
応
に
オ
ー
ル
大
阪

で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
年
も
、
児
童
虐
待
防
止
推

進
月
間
で
あ
る
11
月
に
府
内
の

全
市
町
村
長
が
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ

ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
啓
発
ジ
ャ
ン

パ
ー
を
着
用
し
、
児
童
虐
待
防

止
を
訴
え
る
啓
発
活
動
を
行
い

ま
す
。

●
問
合
せ　
子
育
て
支
援
課

重
大
な
児
童
虐
待「
ゼ
ロ
」に
向
け
て
、

　「
オ
ー
ル
大
阪
」で
取
り
組
み
ま
す

子育ての悩みは
まずは       してください

　　  ひとりで悩まず、
　   　　    相談

市役所　子育て支援課　☎337－3118
富田林子ども家庭センター　☎0721－25－1172
児童相談所　全国共通ダイヤル　☎189（いちはやく）
子どもの虐待ホットライン　☎06－6646－0088

相談先

11月

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す

　　　　　       まずは       してください　　　　　       まずは       してください　   　　    　　　　　       まずは       してください
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直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550
消防署　☎332－3104

福祉総務課（福祉係）　☎337－3116

※新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、イベントなどが中止または延期となる
場合もあります。実施の有無については、
お問い合わせください。

●対象者①（令和4年度住民税均等割非課税世帯分）
　基準日の令和4年9月30日に松原市に住民登録があり、
　世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
　対象となる可能性のある世帯には、令和4年11月14日㈪
　以降順次、確認書または申請書を送付し、申請受付を
　行いますので、しばらくお待ちください。
●対象者②（家計急変世帯分）
　①の他、予期せぬ事情で令和4年1月以降の家計が急変
　し、世帯全員が「住民税均等割非課税世帯」と同様の事
　情にあると認められる世帯。対象となる可能性のある
　人は、ご自身で申請が必要なため、市ホームページを
　ご覧になるか、お問い合わせください。
※①②ともに世帯員全員が令和4年度の住民税均等割が
　課税されている人の扶養親族となっている場合は対象
　外となります。
※①②いずれかに該当する場合に、1回限り受給できます。

●申請・受付期間
　11月14日㈪～令和5年1月31日㈫
●申請・受付場所
　市役所北別館1階　住民税非課税世帯等に対する価格
　高騰緊急支援給付金申請受付窓口
●給付額
　1世帯につき5万円
●問合せ
　福祉総務課、松原市臨時特別給付金コールセンター
　（☎349－3201）
※ご注意
　緊急支援給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の
詐取」にご注意ください。DV被害者や児童福祉施設などに
入所している児童等で他の市区町村から住民票を移さずに
松原市にお住まいの人については、松原市で申請を受ける
ことができる場合がありますので、ご相談ください。

◎スマートムーブって？
　出勤時や旅行時などに、自転車や徒歩、公共交
通機関を積極的に利用し、CO2の排出量を減らす
取り組みです。日々の「移動」を「エコ」に変え、健
康で快適なライフスタイルを目指してみましょう。
◎スマートムーブの効果
　（1人が1km移動する時のCO2排出量）
　マイカー：145g、バス：66g、
　鉄道：20g、自転車や徒歩：0g
◎自動車を運転するときは「ふんわりアクセル」
　ガソリンを一番多く使うのは発進のときで、全
体の約4割を占めます。
　最初の5秒で20km/hを目安に、ふんわりとアク
セルを踏むことを意識してみましょう。
　燃費の改善のほか、アクセルとブレーキの踏み
間違いの防止など、安全運転にもつながります。
●問合せ　環境予防課

未来のために、今始めよう！未来のために、今始めよう！
ゼロカーボンアクションゼロカーボンアクション

～ vol.1 スマートムーブ編～～ vol.1 スマートムーブ編～

ヒートショックという言葉を
ご存知でしょうか？

　血液の働きには、循環によって全身に熱を均等に運ぶ
役割があります。足湯や半身浴で体全体から汗が出るの
はそのためです。
　また、熱中症やお風呂に入った時など肌が普段より赤
くなりますが、体表面にある毛細血管に血液が集中し、
体を冷やそうと、車のラジエターの様な働きをします。
逆に寒くなると、体表面の血液が体の中心に集まり体温
を保とうとします。
　これからの寒い時期には、いきなり熱いお風呂に入る
と体の中心部にある血液が急に体表面に移動するため、
体が順応できずに、血圧が急変し体調不良を訴え心肺停
止に陥る可能性もあります。
これらの事をヒートショック
といいます。
●問合せ　消防署

①入浴前に脱衣場と浴室を温める
②湯船につかる前にシャワーや掛け湯をする
③湯温は、ぬるめとし、長湯を避ける
④入浴前後にコップ１杯の水分補給
⑤入浴前の飲酒や、食後すぐの入浴は控える
⑥血圧が高い時は、入浴を控える
これらがヒートショック対策です。

ヒートショックを防ぐには

令和4年度住民税非課税世帯等に対する
価格高騰緊急支援給付金について

09

情報
ひろば

情報
ひろば

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表　☎334－1550
はーとビュー　☎332－5705

11月12日㈯～25日㈮
「女性に対する暴力をなくす運動」

　内閣府男女共同参画推進本部においては、毎年11月12日から25日（女性に対する暴力撤廃国際日）
までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。
　令和4年度は「性暴力を、なくそう」をテーマに啓発活動を強化し、「あなたは一人ではない。相談
をしてください」というメッセージを伝えます。
　パートナーからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・
ハラスメントなどの暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。
　暴力をふるわない、許さないという意識づくりを進め、誰もが安心・安全に暮らせるまちづくり
を目指し、一人ひとりができることはなにか、この機会に考えてみませんか。
●問合せ　はーとビュー

女性の人権ホットライン強化週間

11月18日㈮～24日㈭午前8時30分～午後7時
※19日㈯・20日㈰・23日㈷は午前10時～午後5時
夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめやセクシュアル・
ハラスメント、ストーカーなど女性の人権問題
大阪法務局人権擁護部第三課（☎06－6942－9492）

●と　き

●内　容

●問合せ

☎0570－070－810

パネル展
●と　き

●ところ

11月21日㈪～ 22日㈫午前9時～午後5時30分
※22日㈫は午後4時30分まで
市役所1階市民ロビー

セミナー
「DVのない社会を作るために～知ることから始めよう～」
●と　き
●ところ
●講　師

●定　員
●保　育

●申込み

11月21日㈪ 午後2時～
市役所8階会議室
生魚かおりさん（特定非営利活動法人性暴力救援センター・
大阪SACHICO）
20人（先着）
先着5人（1歳6カ月～就学前の子ども1人300円）、11月11日㈮
までに直接、NPO法人子育て支援ぽけっと（☎268－2182、
FAX284－7733）へ。
11月18日㈮までに、はーとビューへ。

特設女性相談

　毎週木曜日に女性カウ
ンセラーによる無料の女
性相談を行っています。
　また、11月24日㈭・12
月2日㈮は特設女性相談を
行いますので、利用してく
ださい（詳細は25ペー
ジ参照）。

DVに関する相談
　夫・パートナーとの関係で気になることや、怖い
と感じることなど、どのようなことでも、一人で悩
まず相談してください。
　暴力は身体的な暴力だけではありません。精神的
に追い詰めることや、金銭的暴力（お金を渡さない
など）、性的暴力（性行為の強要、避妊しないなど）

など、さまざまな暴力があります。
　松原市配偶者暴力相談支援センターで
は電話などによる相談を行っています（月
～金曜日、午前9時～午後5時30分）。
　はーとビューでは、月1日夜間・休日相談をして
います（詳細は25ページ参照）。

は
期間です

素
敵
に
生
き
よ
う
vol.78

（相談は無料、秘密は厳守します）

　電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、「電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金」として、令和4年度（令和3年分所得）の住民税均等割が非課税となる世帯に対
して、新たに給付金（1世帯あたり5万円）が支給されることになりました。
　今後のスケジュールや手続き方法など詳細内容を市ホームページなどで随時お知らせします。
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市民協働課　☎337－3103

情報
ひろば

情報
ひろば

交
通
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
を
守
ろ
う

　
市
内
で
は
、
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、

自
転
車
関
連
に
よ
る
交
通
事
故
が
年
間

１
０
０
件
を
超
え
て
発
生
し
て
い
ま
す
。

令
和
３
年
中
の
自
転
車
関
連
事
故
は
、
交

差
点
や
そ
の
付
近
に
お
け
る
事
故
が
他
の

場
所
に
比
べ
て
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
通

勤
や
通
学
な
ど
忙
し
い
時
間
帯
は
、
交
通

安
全
に
対
す
る
意
識
が
低
下
し
が
ち
で
す
。

い
つ
も
よ
り
少
し
早
め
の
時
間
に
出
か
け

る
な
ど
し
、
心
に
ゆ
と
り
を
持
っ
た
自
転

車
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
自
動
車
、
二
輪
車
、
自
転
車
を
運
転
す

る
人
は
、
交
通
ル
ー
ル
、
マ
ナ
ー
を
守
り
、

安
心
・
安
全
な
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
歩
行
者
は
特
に
夜
間
時
や
夕
暮
れ

時
の
外
出
の
際
は
、
反
射
材
を
身
に
つ
け

る
な
ど
の
対
策
を
行
い
、
交
通
事
故
に
遭

わ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　　　　　　　　　　　自転車用ヘルメットを着用しましょう　　　　　　　　　　　自転車用ヘルメットを着用しましょう

▼
問
合
せ

市
民
協
働
課自転車関連事故件数 負傷者数

自転車関連事故
（出典：警察統計）
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151
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190 157 176 136 111

　自転車用ヘルメットを着用せずに自転車を運転し交通事故
に遭った場合、頭部を受傷することが多く、死亡事故などの
重大な事故につながります。自転車に乗る時は皆さんもヘル
メットを着用するよう心がけてください。
　市では、平成28年度から高齢者自転車用ヘルメットの購入
費の一部を助成しています。自転車用ヘルメットは頭部を守
るために必要なものですので、ヘルメットを着用し、交通ルー
ル・マナーを守り、安心・安全な自転車利用に努めましょう。
【高齢者自転車用ヘルメットの購入費の一部助成】
▶対象　松原市に住所を有する65歳以上の人
▶助成費用　ヘルメット購入費の2分の1に相当する額（100円
未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額）ただし、
上限2,000円
▶対象のヘルメット　一般財団法人製品安全協会が定める安
全基準に適合しているもの（SGマークが貼付されているもの）
もしくはその他同等の安全基準に適合しているもの
▶問合せ　市民協働課

①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを
　徐行
④安全ルールを守る・飲酒運転・二
　人乗り・並進の禁止・夜間はライ
　トを点灯・交差点での信号遵守と
　一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用

・ヘルメット 命を守る 宝物
・ヘルメット かぶってまもる      
  自分の身
・万が一  事故にそなえて　
  ヘルメット

自転車用ヘルメット着用啓発標語

自転車安全利用5則


